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UBS新興国株式厳選投資ファンド 
追加型投信／海外／株式   

1. 新興国株式投資信託への資金流入 

• 米国金利の上昇や米中の貿易戦争が不安視されていま

すが、新興国株式へ投資する国内籍投資信託への資金

流入が継続しています。 

• トランプ米大統領は「低金利を好む」と自ら明言し、11月に

は米中間選挙を控えており、米国長期金利は足元2%台

後半での推移と落ち着いた動きとなっています。 

• 米中の貿易戦争は、トランプ大統領の極端な言動がメディ

アで取り上げられていますが、最終的には、米国経済に

悪影響が及ぶ結論は選択されないと予想されます。北朝

鮮問題でも過激な言動とは裏腹に、平和的な結果となっ

ていることは記憶に新しいところです。 

2. 大統領選挙を通過することで、不透明材料の出尽くし

感が高まる可能性 

• 新興国では、大統領選挙などの政治イベントが大きな不

透明材料として取り上げられています。6月24日にトルコ

でエルドアン大統領が再選され、政治的混乱の継続が回

避されました。 

• 10月にはブラジル大統領選挙が行われます。現在は支

持率を巡る憶測などに市場が左右されていますが、選挙

後は大きな不透明材料が出尽くし、構造改革を継承する

候補者が当選した場合は、ポジティブ・サプライズになるこ

とも期待されます。 

• また、11月には米国で中間選挙が行われます。トランプ

米大統領を支持する候補がトランプ氏に批判的な候補を

破るケースが相次いでおり、共和党支持層の根強いトラン

プ氏人気を裏付けるものと指摘されています。 
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UBSアセット・マネジメント株式会社 

販売用資料 

• 国内籍 「新興国株式」投資信託に対して資金流入が継続 

• 不透明な大統領選挙を通過することで、出尽くし感が高まる可能性 

• 新興国の企業業績は堅調で、足元の調整は魅力的な投資機会を創出 
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新興国株式投資信託は、モーニングスター分類のEmerging Multiple 
Country/Area Equityを使用 
出所：モーニングスター・ダイレクトのデータを基に当社作成 

■国内籍 「新興国株式」投資信託に対する資金フロー 
 （2017年1月～2018年5月） 

（億円） 

（年/月） 

トルコ大統領選挙 
大国民議会議員選挙 

6月 

7月 メキシコ大統領選挙 
メキシコ連邦議会選挙 

10月 ブラジル大統領選挙 

■2018年 新興国と米国の選挙日程 

米国中間選挙 11月 

1,540 

新興国株式市場を取り巻く環境について 
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UBS新興国株式厳選投資ファンド 新興国株式指数（指数化*） 
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3. 新興国の企業業績は堅調で、足元の調整は魅力的な

投資機会を創出 

• 最近の新興国市場は不安定な状況が継続していますが、

これは投資家心理に起因するもので、ファンダメンタルズ

を反映した動きではないと考えています。 

• 新興国では、企業の設備投資が上向いており、需要の拡

大や企業収益の改善が見込まれます。新興国の利益は、

2016年以降先進国を上回る水準で成長しており、2018年
のEPS伸び率も16%と相対的に高い水準が予想されてい

ます。 

• 一方で、投資家心理の悪化による世界的な株式市場の

下落は、投資価値の高い新興国企業を割安な水準で投

資する絶好の機会を提供しています。 

• こうした局面で投資を行うことにより、長期的に魅力的な

投資成果が実現できると考えています。 

 
当ファンドの運用実績と今後の運用方針 

• 新興国のファンダメンタルズは良好であり、新興国株式市

場は長期的な上昇トレンドの中での調整局面にあると見

ています。一方で、新興国通貨は、米国金利や貿易摩

擦、国内の政治的要因を織り込む展開となっています。 

• こうした環境下、設定来の基準価額は、信託報酬控除後

で新興国株式市場全体を上回る結果となっています。 

• 新興国市場では、中間所得層の増加を背景に消費が拡

大しています。また、新しいテクノロジーを活用したビジネ

スや、高額な商品やサービスへの消費者嗜好（プレミアマ

イゼーション）も高まっています。 

• 当ファンドは、引き続き、成長分野のカテゴリーリーダー企

業に注目し、高い成長が期待される新興国企業に厳選し

て投資を行ってまいります。 

■新興国と先進国の予想EPSの伸び率（2018年予想） 
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■新興国と先進国の予想PER（2018年予想） 

（倍） 

出所：トムソン・ロイター、MSCIのデータを基に当社作成。 
*MSCI新興国株式指数（税引き後、米ドルベース） 

■設定来の基準価額と新興国株式指数の推移（2018年1月16日（設定日）～2018年6月25日） 

出所：トムソン・ロイター、MSCIのデータを基に当社作成。上記のデータは過去のものであり、将来の動向を示唆、保証するものではありません。 
UBS新興国株式厳選投資ファンド：分配金再投資基準価額（信託報酬控除後） 
新興国株式指数：MSCI新興国株式指数（税引き後、円ベース） 

*設定日を10,000として指数化 

（円） 

■過去3年間の新興国株式指数*の推移 
 （2015年5月末～2018年6月25日） 
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投資リスク 

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響（外貨建資産には為替変動リスクもありま

す。）を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されて

いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯

金と異なります。 

当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。 

■株式の価格変動リスク ■集中投資リスク ■解約によるファンドの資金流出に伴うリスクおよび流動性リスク 

■カントリー・リスク ■為替変動リスク 

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

 

ファンドの特色 

1. 新興国企業の株式を実質的な主要投資対象とします。 

2. 長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選
投資を行います。 

3. UBSアセット・マネジメント・グループが運用を行います。 

※資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

ファンドの費用

当ファンドの購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

■ 投資者が直接的に負担する費用

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

時期 項目

委託会社 0.85% 委託した資金の運用の対価

販売会社 0.85%

受託会社 0.05% 運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※

※

監査費用

印刷費用等

有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料

保管費用 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

※

費用

保有時 運用管理費用

（信託報酬）

日々の純資産総額に年率1.89%（税抜年率1.75%）を乗じて得た額とします。

（運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率）

配分は以下の通りです。（税抜、年率表示）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理および事務手続き等の対価

運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了

のときファンドから支払われます。

マザーファンドの投資顧問会社（運用指図権限の委託先）への報酬は、委託会社が受取る報酬

から支払われます。

その他の費用・

手数料

諸費用（日々の純資産総額に対して上限年率0.1%）として、原則毎計算期間の最初の6ヵ月終了

日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われる主な費用

監査法人等に支払うファンド監査に係る費用

法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用

（EDINET含む）等

実費として、原則発生の都度ファンドから支払われる主な費用

売買委託手数料

信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することが

できません。

投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、
表示することはできません。 
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

3 



本資料は、UBSアセット・マネジメント株式会社によって作成された販売用資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。投資信託は値動きのあ
る有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありませ
ん。また、投資信託は預貯金とは異なり、元本は保証されておらず、投資した資産の減少を含むリスクがあることをご理解の上、購入のお申込みをお
願いいたします。投資信託は預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関
を通じてご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。本資料で使用している指数等に係る知的所有権、その他一切の権
利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。本資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成されておりますが、その正確性・完
全性が保証されているものではありません。本資料に記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は、本資料作成時点のものであり、将来の市場動
向、運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。購入のお申込みにあたっては、販売会社より投資信託説
明書（交付目論見書）等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。 
 
© UBS 2018. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標で、UBSは全ての権利を有します。 

ファンドの関係法人

委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第412号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

投資顧問会社 UBS AG、UBSアセット・マネジメント（チューリッヒ）

UBSアセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド

決算日 原則として、毎年11月25日とします。（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。（再投資可能）

課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

益金不算入制度および配当控除の適用はありません。

購入・換金不可日 ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、香港証券取引所もしくはスイス証券取引所の休業日またはロンドンの銀行、

ニューヨークの銀行、香港の銀行もしくはチューリッヒの銀行の休業日と同日の場合には、購入および換金の申込の受付けは

行いません。

信託期間

繰上償還 信託契約締結日より1年経過後（2019年1月16日以降）に信託契約の一部解約により純資産総額が30億円を下回ることと

なったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、

ファンドが繰上償還となることがあります。

無期限（2018年1月16日設定）

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として販売会社の営業日の午後3時までに受付けたものを当日の申込分とします。

お申込メモ

購入単位 販売会社が独自に定める単位とします。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口＝1円）
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販売会社

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

大和証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

商号等

加入協会

日本証券業協会

UBS証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2633号 ○ ○ ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社
登録金融機関　関東財務局長（登金）第33号 ○ ○


